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地 域 再 生 計 画 

 

１ 地域再生計画の名称 

  地域資源の継承と安全に安心して住み続けられる山里 球磨村の再生プロジェ 

クト 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

  熊本県及び熊本県球磨郡球磨村 

 

３ 地域再生計画の区域 

熊本県球磨郡球磨村の全域 

 

４ 地域再生計画の目標  

 ４－１ 地域の現況 

  本村は、熊本県の南部に位置し、東は人吉市及び山江村、西は葦北郡芦北町、南

は水俣市及び鹿児島県伊佐市、北は八代市に接し、東西１３㎞、南北２５㎞、総面

積２０７．５８ｋ㎡であり、その８８％を森林が占め、村全体が山岳地帯となって

いる。残りの１２％の平地等に小さな集落が７８集落点在している状況である。 

村の中央には、日本三大急流の一つの「球磨川」が東西に流れ、川を挟んで南に

国見山、北に白岩山など７００ｍ以上の山々がそびえ、これらの山岳を縫って大小

無数の川が球磨川に注いでいる。 

  村の主な産業は農業と林業である。村面積の約９割を占める森林は、伐期を迎え

た人工林も多く、豊富な森林資源を保有し良質な木材も数多く生産されている。 

 

４－２ 地域の課題 

 本村の総人口は減少傾向にあり、平成27年は3,698人であった人口は、現在に至

るまで減少が続き、令和4年度末には2,869人と7年間で829人減少し、減少率は22.4

％となっている。また、高齢化率は、49.4%と非常に高い状況である。基幹産業で

ある林業においては、林道や林道に接続する村道の幅員が狭く、未舗装区間もあり、

森林施業地までのアクセス道が整備されていないため、高性能林業機械や大型運搬

車両の活用ができず、効率の悪い経営形態となっている。このため、林業への若者

の新規就業者も少なく、また、現就業者の高齢化による担い手不足が深刻化してい

る。 

 また、「令和２年７月豪雨」では、幹線道路等が冠水や決壊の被害により、多く

の孤立集落が発生した。迂回ルートを確保することにより、孤立化防止が図られ、

交通の利便性も向上することから、地域住民が安全で、安心して居住できる環境が

確保でき、定住人口の減少の低減が図れる。 
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４－３ 計画の目標 

こうした状況を踏まえ地方創生道整備推進交付金を活用し、村道と林道を一体的

に整備することにより、大型林業機械が容易にアプローチできる環境を整備するこ

とにより、効率的かつ効果的な整備が可能となり、林業の振興を推進する。また、

林道網と連携して集落間を複数の路線で結ぶことで集落間のネットワークを担い、

有事の際には避難路としても利用できることで、安全、安心して住み続けられる地

域づくりを目指す。 

 

 （目標１） 林業の振興（林業従事者の増加） 

６２人（令和５年度）  → ６７人（令和１０年度） 

（目標２） 林業の振興（森林整備面積の増加） 

３６ｈａ（令和５年度） → ７６ｈａ（令和１０年度） 

（目標３） 住民の安心安全の確保による人口減少の低減（社会減の緩和） 

４５５人減（令和２年度） → ２０１人減（令和１０年度） 

 

５ 地域再生を図るために行う事業  

５－１ 全体の概要 

 林業においては、村内の約 9割を山林が占めており、林業の振興を推進すること

で豊かな森林資源が保全され、安定的かつ継続的に営まれる森林経営により住民の

生活の向上や産業の活性化が期待できる。今回、整備する地域は、これまで幹線と

なる道路がない地域であり、適切な森林整備ができていない。これらを解消するた

め、本村の北部においては、「林道山江球磨線」（計画延長 12,450ｍ、利用区域

1,094ha）、「林道川島大岩線」（利用区域 986ha）を整備し、南部においては、「林

道東俣線」（利用区域 245ha）の 3 路線を整備（開設・改良）を行う。整備後は、

大型林業機械が容易にアクセスできる環境となり、林業の省力化や搬出経費が削減

され、林業経営が安定することにより、新規林業従事者の確保に繋げ、村内の林業

の活性化を図る。 

 また、令和２年７月豪雨において、多くの孤立集落が発生した。迂回ルートを確

保することにより、孤立化防止が図られ、交通の利便性も向上することから、地域

住民が安全で、安心して居住できる環境が確保でき、定住人口の減少の低減が図れ

る。 

 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業  

（１）地方創生道整備推進交付金【Ａ３００８】 

対象となる施設は以下のとおりで、整備箇所等については、別添の整備箇所を 

示した図面による。 

・村道 道路法に規定する村道に認定済み。（ ）内は認定年月日。 

神瀬高沢線 （昭和５２年３月３１日） 

第二茂田線 （昭和４９年３月２２日） 
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横井大槻線 （昭和４３年９月１３日） 

 

・林道 森林法による球磨川地域森林計画書（令和４年度策定）に路線記載。 

東俣線、川島大岩線、山江球磨線 

 

 ［施設の種類］  [事業主体] 

・村 道     球磨村 

・林 道     熊本県、球磨村 

［事業区域］ 

・球磨村 

［事業期間］ 

・村 道           令和７年度～令和９年度 

・林 道      令和６年度～令和１０年度 

［整備量及び事業費］ 

・村道：3路線（改良・舗装）1,110ｍ 

・林道：3路線（開設）9,028ｍ 

・林道の保全対策 1箇所（68m） 

・総事業費  1,612,000千円（うち交付金 848,400千円） 

村道：175,000千円（うち交付金 87,500千円） 

林道：1,437,000千円（うち交付金 760,900千円） 

       うち林道の保全対策：27,000千円（うち交付金 13,500千円） 

【事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法】 

（令和/年度） 
基準年 

（R5） 
R6 R7 R8 R9 R10 

指標１ 運送時間短縮 

大槻～製材所 

 

50分 

 

50分 

 

50分 

 

45分 

 

45分 

 

45分 

指標２ 運送時間短縮 

川島大岩線～芦北共販所 

 

56分 

 

56分 

 

56分 

 

56分 

 

56分 

 

48分 

指標３ 運送時間短縮 

東俣線～木材市場 

 

50分 

 

50分 

 

50分 

 

50分 

 

45分 

 

45分 

指標４  

森林整備面積の増加 

 

36ha 

 

36ha 

 

46ha 

 

56ha 

 

66ha 

 

76ha 

指標５  

孤立集落の解消 
９地区 ９地区 ９地区 ７地区 ６地区 ４地区 

毎年度終了後に球磨村の職員が必要な調査等を行い、速やかに状況を把握する。 

 

【事業が先導的なものであると認められる理由】 

（政策間連携） 

村道及び林道を一体的に整備することで、大型トラックや林業機械が容易にア
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プローチできる環境が整備され、効率的かつ効果的な整備が可能となる。また、

住民の安全性の確保や林業の振興といった地域再生の目標達成により、全体の整

備コストの削減が期待できるという点で、先導的な事業となっている。 

（デジタル社会の形成への寄与） 

航空レーザー測量のデータを活用することにより、測量や木材の材積等のデー

タ収集にかかる時間の削減できることにより、伐採や森林施業の効率化を図るこ

とができる。また、施設（林道、村道）についても、将来的には、ＩＣＴを活用

した台帳管理ができ、３Ｄデータで管理できるようになり、調査労力等の軽減が

できることで、デジタル社会への形成に寄与する事業となっている。 

 

５－３ その他の事業 

 地域再生法による特別の措置を活用するほか、「第 6次球磨村総合計画」に基づ

く施策を達成するため、以下の事業を総合的かつ一体的に行うものとする。 

 

 ５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

 該当なし 

 

 ５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

（１）公有林整備事業 

内  容 森林の持続可能な循環型林業への法正林化を図るため、立木売払 

事業（主伐）を実施した（球磨村単独事業） 
   事業主体 球磨村 

 実施期間 令和６年４月～令和１１年３月 
（２）森林環境保全整備事業 
内  容 面的にまとまって計画的に行う下刈り、造林等の森林施業と、これ

と一体となった森林作業道の開設を行う。（熊本県支援事業） 

事業主体 球磨村 

実施期間 令和６年４月～令和１１年３月 

（３）間伐等森林整備促進対策事業 

内  容 面的にまとまって計画的に行う搬出間伐を実施し、これと一体とな

った森林作業道の開設を行う。（熊本県支援事業） 

事業主体 球磨村 

実施期間 令和６年４月～令和１１年３月 

（４）県道の整備 

内  容 県道高沢一勝地線道路改良を推進し、一般通行車両、地元住民の交

通の安全性、ひいては林業運搬車の交通の利便性も確保する。（熊

本県単独事業） 

事業主体 熊本県 

実施期間 令和６年４月～令和１１年３月 

（５）森林整備 
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内  容 航空レーザー測量データを活用し、森林整備や施業ににおける労力

の低減を図る。今後においても、集約化やコスト縮減、森林施業の

効率化を図り、林業分野の活性化を目指したい。（森林環境譲与税） 

事業主体 球磨村 

実施期間 令和５年４月～令和１１年３月 

６ 計画期間  

   令和６年度～令和１０年度 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法  

４に示す地域再生計画の目標については、計画期間の中間年度及び計画年度終了後

に熊本県及び球磨村が必要な調査等を行い、速やかに状況を把握する。 

定量的な目標に関わる基礎データは、客観的な調査結果を用い、中間評価、事後評

価の際にも同様の調査方法により得られた数値等を基に評価を行う。 

 

７－２ 目標の達成状況にかかる評価の時期及び評価を行う内容 

 令和５年 

（基準年度） 

令和８年 

（中間年度） 

令和１０年度 

（最終目標） 

目標１ 

林業従事者の増加 
62人 64人 67人 

目標２ 

森林整備面積の増加 
36 ha 56 ha  76 ha 

目標３ 

災害時におけるの孤立集落の解消 
9地区 7地区 4地区 

 

（指標とする数値の収集方法） 

項  目 収集方法 

林業従事者の増加 球磨村がおこなう調査による。 

森林整備面積の増加 球磨村がおこなう調査による。 

災害時における孤立集落の解消 球磨村がおこなう調査による。 

 

・目標の達成状況以外の評価を行う内容 

１． 事業の進捗状況 

２． 総合的な評価や今後の方針 

 

７－３ 目標の達成状況にかかる評価の公表の手法 

  ４に示す地域再生計画の目標については、中間評価及び事後評価の内容を、速や

かにインターネット（球磨村ホームページ）を利用し公表する。 


